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「「「限限限度度度額額額適適適用用用認認認定定定証証証」」」   

「「「限限限度度度額額額適適適用用用・・・標標標準準準負負負担担担額額額減減減額額額認認認定定定証証証」」」ををを交交交付付付しししままますすす

 

「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準

負担額減額認定証」は、「国民健康保険被保険者証」とともに、医療機関の

窓口に提示してください。 
提示いただくことにより、療養を受ける際に医療機関へ支払う医療費の一部負担金が、医療機関 

ごとに自己負担限度額までになります。また、区分オの方は入院時の食費も減額されます。 

≪問い合わせ先≫ 飾区国保年金課 給付係 

            区役所３階 ３１５窓口 

電話 ０３－５６５４－８２１２（直通） 

 

 

 

◆入院中の食事代や差額ベッド代、保険適用外の診療費などは、自己負
担限度額には含まれません。 

 
◆自己負担限度額は一医療機関ごとの金額です。同じ病院・診療所でも、

医科と歯科および外来と入院は別計算となります。 
 
◆複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関で限度額ま

で負担してください。その場合、それぞれの医療機関で負担した金額
を合算し、（７０歳未満の場合は、一部負担金２１，０００円未満のも
のは合算の対象外）後日、高額療養費として自己負担限度額との差額
を支給します。 

 
◆国民健康保険証の資格を喪失した場合には認定証はご返却ください。 

 

この認定証は、令和６年７月３１日が有効期限です。 

引き続き認定証の交付を希望する方は、改めて申請が必要です。 
 

新しい認定証の申請は、ホームページからオンラインでも可能です 

（https://logoform.jp/form/Ehiz/93847） 

 

こちらの QR コードからも 

アクセスできます 

https://logoform.jp/form/Ehiz/93847


 

 

多数回該当※3

旧ただし書き所得（注１）
９０１万円超
および未申告

ア 140,100円

旧ただし書き所得（注１）
６００万円超～
９０１万円以下

イ 93,000円

旧ただし書き所得（注１）
２１０万円超～
６００万円以下

ウ 44,400円

旧ただし書き所得（注１）
２１０万円以下 エ 44,400円

住民税非課税（注2） オ 24,600円

所得区分 適用区分 自己負担限度額（月額）

252,600円＋
（医療費の10割-842,000円）×1％

167,400円＋
（医療費の10割-558,000円）×1％

80,100円＋
（医療費の10割-267,000円）×1％

57,600円

35,400円
 

 

（注１）旧ただし書き所得  

令和４年中の総所得金額等から基礎控除額（43 万円）を引いた額の合計。 

(注２) 住民税非課税 

同一世帯の国民健康保険加入者（擬制世帯主含む。）全員が住民税非課税世帯。 

(注３) 多数回該当     

直近 12 か月間で自己負担限度額以上の医療費を負担した月が３か月以上あっ 

た場合、４か月目より自己負担限度額が軽減されます。 

 

一般病床への入院時の食費について 

食費（１食ごと）

460円

過去1年間の入院日数90日以内 210円

過去1年間の入院日数90日超 160円
オ

ア～エ

適用区分

 

※難病および小児慢性特定疾病の被保険者は、食費が１食 260 円となります。 

※区分オの該当者は、入院日数が過去 12 か月で 90 日を超えた場合、申請することで入院時の食費がさらに減額され

ます。詳しくは国保年金課給付係までお問い合わせください。 

高額の医療費を支払ったときの自己負担限度額（月額） 

70 歳未満 

７０歳未満 


